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ＣＡＬＳ／ＥＣとは？

ＣＡＬＳ／ＥＣの概要

従来は電子的に作成されていた資料も、情報交換
時に紙に印刷して受け渡しを行ってきました。
これをまず、電子化したまま受け渡しできるようにす
るわけですが、このためには「情報に関する標準化」
が必須です。また、インターネットを活用して情報交
換を行うことで、移動の労力が解消されます。このよ
うに、公共事業に関連する多くの電子データをインター
ネット上で連携して使える環境を創出することによっ
て、オープンな情報共有が可能になります。

CALS/ECは、従来、紙で交換されていた情報を電子化
すると共に、インターネットなどを活用し、公共事業の、
これら各プロセスを連携して使える環境を創出する取り
組みであります。
この連携する共有・統合されたデータベースは、この図
上で各プロセスが動いていくことで、いつでも、どの段
階のデータでもすぐに引き出して利用できるようにする、
これがCALS／ECの到達点と考えています。



社会的背景（ＣＡＬＳ社会的背景（ＣＡＬＳ//ＥＣスケジュール）

ＣＡＬＳ／ＥＣ導入スケジュール　ＣＡＬＳ／ＥＣ導入スケジュール　

ＥＣスケジュール）

国土交通省 2001年度：電子納品一部導入、電子入札開始
2004年度：電子納品・電子入札全面実施

都道府県・政令指定都市 2003年度：一部本運用　2007年度：全面実施

主要地方都市 2004年度：一部本運用　2008年度：全面実施

市町村 2004年度：一部本運用　2010年度：全面実施

全国の地方公共団体を含む殆どの公共工事において

２０１０年までにＣＡＬＳ/ＥＣを実現する計画



都道府県における電子納品実施状況

■電子納品実施率

■ ブロック別 電子納品実施率

九州ブロックは遅れ気味です

81%81%が電子納品を開始が電子納品を開始

確実に全面実施に向けて動き出しています。



電子入札とは？

従来の入札と電子入札との違い

従来の入札では、人の移動が多く、入
札参加機会が制約されたり、業者同士
が出会う機会が多くあり、また、手続
きの不透明さが指摘されてきました。
人の動きが電子に置き換わることで、
指摘されてきた諸処の問題点の解消が
期待されています。



電子入札

電子入札の全体概要

電子入札システムは、「電子入札施設管理センター
（e-BISCセンター）」において一元的な管理をしてい
ます。e-BISCセンターは、入札参加希望者と国土交通
省との間にあって、電子入札システムの運用管理を行
います。入札参加希望者からe-BISCセンターまではイ
ンターネットを使い、e-BISCセンターから国土交通省
までは専用回線を使っています。

　電子入札システムを支えるシステムとして、インター
ネットの1つのサイトで発注情報や入札公告、入札結果
などを誰でも見ることができる入札情報サービスや、
入札を行った業者が確かに本人であるかと言ったこと
を証明するための電子認証システムがあります。
なお、電子認証は、平成15年度から政府認証基盤
（GPKI）の国土交通省認証局や複数の民間認証局を使
用しています。



電子入札

電子入札システムの認証
電子入札システムでは、公開鍵暗号方式による電子
認証を利用しています。「電子署名（秘密鍵）」と
「電子証明書（公開鍵証明書）」を用いて、電子の
世界における「押印（印鑑）」や「印鑑証明書」と
同等なものを実現する高度な認証技術です。そのた
め、電子証明書と対になる秘密鍵を印鑑と同じよう
に、不正使用、複製できないように厳重に管理する
必要があり、秘密鍵及び電子証明書の格納媒体は、
ICカードとしています。
ICカードは、耐タンパ性が高く、秘密鍵を読み出す
ことができないようになっています。また、秘密鍵
を用いた電子署名の付与は、ICカード内で処理され
ることから、カードリーダにICカードを差したまま
であっても、秘密鍵が漏洩することはありません。
また、携帯や保管にも優れることから、印鑑と同じ
ように、物理的な管理が容易にできます。 なお、IC
カードは、政府認証基盤の官職証明書、地方公共団
体組織認証基盤の職責証明書、公的個人認証サービ
スでもが採用されています。
さらに、電子入札システムでは、秘密鍵を入札書や
通知書への電子署名の他に、セキュリティ対策とし
て本人認証（サーバの不正利用の検査及び操作者の
特定）での電子署名（PKI認証）にも使用しています。



電子入札

電子入札コアシステムとは

電子入札コアシステムとは国土交通省が策定
した「CALS/EC地方展開アクションプログラ
ム（全国版）」の趣旨に則り、公共発注機関
での円滑な電子入札システムの導入を支援す
るため、複数の公共発注機関に適用可能な汎
用性の高い電子入札システムのことです。
コアシステムの開発目的は入札を行う入札参
加者側のインタフェースの標準化を図ること
で、電子入札における混乱やコストを抑える
ことにあります。発注者側にとっては標準的
なパッケージをカスタマイズしシステムを構
築することで重複投資を避けることができま
す。コアシステムはオープン技術の採用及び
仕様を公開することで特定ベンダによる独占
が避けられ自由な競争が可能となります。実
現手段としては、電子入札コアシステム開発
コンソーシアムによる仕様の検討に基づき、
JACICとSCOPEが共同で開発・提供しています。



対応認証局一覧
認証事業者名 日本電子認証（株）

URL http://www.ninsho.co.jp/

住所
〒104-0045
東京都中央区築地5-5-12
浜離宮建設プラザ別館

問合せ先
TEL:0120-714-240
FAX:03-5148-5695
E-mail:toiawase@ninsho.co.jp

認証事業者名
株式会社NTTアプリエ(e-ProbatioPS)
(旧提供会社名：エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ（株）)

URL http://www.e-probatio.com/

住所
〒541-0044
大阪市中央区伏見町4-1-1
明治安田生命大阪御堂筋ビル11Ｆ

問合せ先
TEL:0120-851-240
FAX:06-6348-1016
E-mail:ninshou@e-probatio.com

認証事業者名 株式会社NTTアプリエ(e-ProbatioPS2)

URL https://www.e-probatio.com/ps2/

住所
〒541-0044
大阪市中央区伏見町4-1-1
明治安田生命大阪御堂筋ビル11Ｆ

問合せ先
TEL:0120-851-240
FAX:06-6348-1016
E-mail:ninshou@e-probatio.com

認証事業者名 東北インフォメーションシステムズ（株）

URL https://www.toinx.net/ebs/info.html

住所
〒980-0021
仙台市青葉区中央二丁目9番10号
セントレ東北

問合せ先
TEL:022-799-5566
FAX:022-799-5565
E-mail:toinx.cert@toinx.co.jp

認証事業者名 国際認証センター（株）

URL サービス内容決定後開設の予定です。

住所 東京都新宿区矢来町94-6 問合せ先
TEL:03-3266-8023
FAX:03-3266-8022
E-mail:hiroyuki@cjc.co.jp

認証事業者名 ジャパンネット（株）

URL http://www.japannet.jp/

住所 東京都千代田区麹町1-4-4 問合せ先
TEL:03-3265-9256
FAX:03-5276-6426
E-mail:japannet@tyo.mind.co.jp



対応認証局一覧
認証事業者名 （株）帝国データバンク

URL http://www.tdb.co.jp/typeA/

住所
〒107-8680
東京都港区南青山2-5-20 問合せ先

TEL:03-5775-2911
FAX:03-5775-3138
E-mail:certinfo@mail.tdb.co.jp

認証事業者名 日本商工会議所

URL http://ca.jcci.or.jp/

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2 問合せ先

TEL:03-3283-7944
FAX:03-3211-4859
E-mail:bcs-info@jcci.or.jp

認証事業者名 四国電力（株）

URL http://www.yonden.co.jp/business/ninsho/index.htm

住所
〒760-8573
香川県高松市丸の内2-5 問合せ先

TEL:087-887-2389
FAX:087-825-3022
E-mail:pki-info@yonden.co.jp

認証事業者名 （株）中電シーティーアイ

URL https://repository.cti.co.jp/G2B/

住所
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号 問合せ先

TEL:052-587-0553
FAX:052-563-3984
E-mail:g2bcert-help@cti.co.jp

認証事業者名 株式会社ミロク情報サービス(ＭＪＳ電子証明書発行サービス) 

URL http://ca.mjs.co.jp/

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-29-1 問合せ先

TEL:03-5361-7369 
FAX:03-3355-7439
E-mail:cainfo@mjs.co.jp

認証事業者名 株式会社ミロク情報サービス(ＭＪＳ電子証明書サービス) 

URL http://ca.mjs.co.jp/

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-29-1 問合せ先

TEL:03-5361-6315 
FAX:03-3355-7439
E-mail:cainfo@mjs.co.jp



事前準備～何から用意すればいいの？～

岐阜県HPより　http://www.cals.pref.gifu.jp/



電子入札と電子納品の違い

■電子納品
　　　　　　　内容：仕事を納めるための手法
企業内の対象者：実務者（現場監督・補佐・下請け業者・・・）

実務者全員が理解していないと×
経営者が全てをチェック　　不可　

短期間で習得できない

■電子入札
　　　　　　内　容：仕事を取るための手法
企業内の対象者：経営者・営業担当者

会社に１人分かる人がいればOK！経営者が直接チェック可　

短期間での習得可能



福岡県の現状福岡県の現状

福岡県の現状福岡県の現状((土木部）土木部）福岡県電子納品ガイドライン福岡県電子納品ガイドライン((案案))より・・・より・・・

今後のポイント今後のポイント

・現状の工事業務の電子納品は写真必須
　業務委託は対象項目の全て。特に図面は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＡＤデータ必須

電子納品の案件は増えていきます！

電子納品の現場に限らず、発注図が読み込めないと何もできません!!

ＣＡＤデータはSXF形式確定
（福岡県はSFC）

1～３年後には、発注図がCADﾃﾞｰﾀになると考えられます！

ＣＡＤは優先的に整備する必要あり

福岡県電子納品運用ガイドラインP5より抜粋



SXFSXFファイルと従来ファイルと従来CADCADデータの違いデータの違い

これまでデータ交換によく使われたCADデータ：DXF・DWG・JWW・JWC　など

DXF

SXF

民間企業（Autodesk社）が自社のデータ互換

の為に定めたCADデータ交換フォーマット形式

国が定めた、永続的な利活用を目的としたCAD

データ交換フォーマット形式

○

△

？

○

AA社社CADCAD

BB社社CADCAD

CC社社CADCAD

DD社社CADCAD

ＳＸＦ○

AA社社CADCAD

BB社社CADCAD

CC社社CADCAD

DD社社CADCAD

ＤＸＦ

仕様が公開されているのでＣＡＤメーカーは仕様が公開されているのでＣＡＤメーカーは

真面目に対応するだけです。

仕様が公開されてなく、自己解釈なので互換仕様が公開されてなく、自己解釈なので互換

が・・・　が・・・　DXFDXFバージョンの問題もあります。 真面目に対応するだけです。バージョンの問題もあります。



ＳＸＦでの電子納品ＳＸＦでの電子納品

　　民間作成　　　特　徴　　国が作成

アメリカ・製造業　　　出　身日本・土木業

数学座標のみ　　　回転角測量・数学座標　

　　　なし　用紙サイズ　　A版基本

　　　なし　ラスタデータ　　配置可能

　　　1/1　　　　縮　尺　　図面ごと



ＳＸＦＳＸＦデータのフォーマットのフォーマット

　CADデータ交換フォーマットは原則としてSXFとする。

【解説】
　 SXFの物理ファイルには、p21形式、sfc 形式の2 種類があるが、国交省では、
国際標準に則ったSXF （part21 形式：国際標準準拠）と定めた。

ただし業務及び工事の途中における協議などで交換するCAD データについては、
受発注者双方で協議の上フォーマットを決定してもよい。

ファイルの種類は２つ(p21､ｓｆｃ)存在

*. *. Ｐ２１Ｐ２１の特徴･･･の特徴･･･国際規格（目安として国際規格（目安としてDXFDXFがが55MBMBとすると倍のとすると倍の1010MBMB））
STEP規格に準拠したフォーマット　　国交省直轄事業の成果フォーマット国交省直轄事業の成果フォーマット

公共事業での海外企業の参入を想定した正式なフォーマット

最終成果納品形態として規定（CAD製図基準(案)に記載）

ファイルサイズが大きい為に、ファイルオープンに時間がかかるというデメリット

ライブラリエンジンはＪＡＣＩＣが提供しており、高速化改良

**..ＳＦＣＳＦＣの特徴の特徴･･････国内規格（目安として国内規格（目安としてDXFDXFがが55MBMBとすると１とすると１//３の３の11．５．５MBMB））
ファイルサイズが小さいため、納品までの打合せ等での一時的な使用や、民間での利用を想定
した簡易なフォーマット

自治体ではPC、通信環境を考慮し、電子納品の成果フォーマットに指定する動き電子納品の成果フォーマットに指定する動き



福岡県土木部電子納品説明会

「福岡県土木部電子納品運用ガイドライン」の策定についての説明会が、2005年12月に福岡県土木部
職員向け、受注者（委託・工事）の3日間で実施されました。
委託編では約140名、工事編では約500名と1回の講習会では収容できず、2回の実施で対応をしました。
特に工事編の参加が多く、福岡県の電子納品推進に関する受注者の関心の高さがうかがえました。

■ 12/15 工事受注者編　講習会風景

■福岡県土木部電子納品運用ガイドライン
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/6E0D0772514EC783492570A6002F945B/7F3A79B1E4EE7707492570D6002C2333?OpenDocument



福岡県内の電子納品福岡県内の電子納品

前項で述べたように各地方自治体においても、電子納品が義務付けられてきます。

ここでは福岡県及び政令指定都市の現状を見てみましょう。

福岡県　「福岡県電子県庁推進計画」福岡県　「福岡県電子県庁推進計画」

20042004年度年度44月に各土木事務所に電子納品媒体の利用の為、月に各土木事務所に電子納品媒体の利用の為、

ＣＡＤプログラムと電子納品チェックプログラムを導入。ＣＡＤプログラムと電子納品チェックプログラムを導入。
20052005年度年度44月より職員研修。現在も継続中。月より職員研修。現在も継続中。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市　「福岡市　「福岡市福岡市CALS/EC CALS/EC 整備基本構想整備基本構想」」

北九州市　「北九州市　「CALS/ECCALS/EC地方展開アクションプログラム（九州地方版）」地方展開アクションプログラム（九州地方版）」

20052005年度年度66月に電子納品媒体の利用の為、月に電子納品媒体の利用の為、

ＣＡＤプログラムと電子納品チェックプログラムを導入。ＣＡＤプログラムと電子納品チェックプログラムを導入。
20052005年度年度1010月より職員研修。現在も継続中。月より職員研修。現在も継続中。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20052005年度年度1212月に電子納品媒体の利用の為、月に電子納品媒体の利用の為、

福井コンピュータのＣＡＤプログラムと福井コンピュータのＣＡＤプログラムと
電子納品チェックプログラムを導入。電子納品チェックプログラムを導入。
20062006年度年度11月末～月末～22月月1010日にかけて日にかけて250250名職員研修。名職員研修。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



福岡市の現状福岡市の現状
福岡市のHPより抜粋



福岡市事前協議福岡市事前協議

平成1７年度福岡市においては70案件の電子納品実証実験を行ないました。

下記写真はその時の事前協議の実施風景です。

福岡市では電子納品をより円滑に行なう為に受発注者共に数社参加した形で

事前協議を行なっています。

電子納品受注業者は、セミナーを受け電子納品の内容をある程度把握した上

で、事前協議に臨むことができ、皆様真剣にセミナーを受講されました。

■集合事前協議実施現場



電子納品の基本認識電子納品の基本認識

電子納品とは、電子納品とは、
　　今まで紙で提出していた書類等をただ単　今まで紙で提出していた書類等をただ単　
　純に電子化し納品していけばいいのか？　純に電子化し納品していけばいいのか？

電子納品で提出するデータには、　　　　　　電子納品で提出するデータには、　　　　　　
　　各種要領（案）基準（案）に基づき、　　　　　各種要領（案）基準（案）に基づき、　　　

　　　　　　　　　　「「標準的ルール」標準的ルール」を適用させる　を適用させる　
必要がある。必要がある。



電子納品の要領・基準電子納品の要領・基準

電子納品の要領電子納品の要領((案案))基準基準((案案)) 運用ガイドライン事前協議ガイドライン運用ガイドライン事前協議ガイドライン

・電子納品では下記のような要領（案）・基準(案)・運用ガイドライン・事前協議ガイドライン
があり、それらのルールに基づいて電子成果物を作成していきます。
これらの要領や基準は定期的に改訂を行なっており、最新の要領や基準に留意する必要が
あります。ちなみに最近は18年1月にデジタル写真管理情報基準（案）が改訂されました。

電子納品の要領案は１００ページ以上
運用ガイドラインは５０ページ程度



福岡県内における発注者の違い
■発注者別に異なるポイント

※上記項目は2006年10月時の状況です。

福岡県内でも主要な発注者間で上記の様な違いが見られます。基本的には国交省基準を
ベースとして、加えて発注者別ルールブック（ガイドライン＆手引き）が存在していますので、
発注者ごとの特徴を把握しておくことが重要です。



電子納品概略（フォルダ構成とファイル形式）
電子媒体ルート

INDEX_C.XML　（業務管理ファイル）

INDE_C02.DTD　（文書定義ファイル）

MEET　（打ち合わせ簿フォルダ）

DRAWINGＳ　（発注図面フォルダ）

PHOTO　（写真フォルダ）

OTHRS　（その他フォルダ）

PLAN　（施工計画書フォルダ）

DRAWINGF　（完成図面フォルダ）

「CAD製図基準（案）」

「工事完成図書の電子納品要領（案）」

「工事完成図書の電子納品要領（案）」

「CAD製図基準（案）」

「デジタル写真管理情報基準（案）」

これまで一般的だった、ＤＸＦ・ＤＷＧ・ＪＷＣ
等のファイル形式は使用出来ません！

ＰＤＦ変換システムを利用すれば、出来形管理シス
テムや書類作成システムからＰＤＦファイルを作成
出来ます！また、エクセルなどでもＯＫです。
よって、既存のシステムでも対応可能です。

ＰＤＦ、ワード、エクセル等で
協議

ＳＸＦ

CAD データファイルのフォーマット形式は原則として
ＳＸＦ（Ｐ２１）とする。

ＣＡＤ製図基準（案）　平成16年6月版

登録するファイルには命名規則があります。
（打ち合わせ簿ならＭ０００１＿０１．ＸＬＳなど）
勝手なファイル名は使用出来ません。

M0001_01.XLS
デジタル写真管理情報基準（案）

写真はＪＰＥＧ

参考図はＪＰＥＧやＴＩＦＦ

１ファイル毎にシリアル番号や工種情報、施工管理値
などの入力が必要。→写真管理システムが必要！



ＣＡＤ製図基準（案）とは

×
㎡は禁則文字！m2と表現しなければなりません！

文字サイズは１．８、２．５、３．５、５ｍｍ・・・
などの制限があります。

工種や図面種類によってレイヤ名が定められていま
す。また、レイヤ毎に色や線種も指定されています。

ＣＡＤ製図基準（案）とは電子納品における図面データの統一を行うための作成基準です。ＣＡＤ製図基準（案）とは電子納品における図面データの統一を行うための作成基準です。
図面サイズ・文字サイズ・文字種類・線幅・線種・レイヤ名などを事細かに指定されています。図面サイズ・文字サイズ・文字種類・線幅・線種・レイヤ名などを事細かに指定されています。



電子納品を利用しましょう電子納品を利用しましょう!!!!

・電子納品を難しく考えられてはいませんか？・電子納品を難しく考えられてはいませんか？・電子納品を難しく考えられてはいませんか？
基本的に図面に関してはＳＸＦＳＸＦ且つＣＡＤ製図基準（案）ＣＡＤ製図基準（案）で発注図面をもらっ
た場合、変更箇所変更箇所だけＣＡＤ製図基準（案）で追記して完成図面に仕分け
するだけの作業がほとんどだと思います。もちろんそれにはＳＸＦ対応のＣＡＤ
が必要です。　

・電子納品データを利用しましょう!!・電子納品データを利用しましょう・電子納品データを利用しましょう!!!!
特にCADに尽きましては発注図面をＳＸＦ且つＣＡＤ製図基準（案）でもらった
場合、図面自体に情報が詰め込まれていますので、土量土量を簡単に拾えたり、
距離距離や座標座標まで把握できるので、現場施工（杭打ちなど）の効率化に必ず　
役立ちます。

・時間削減と業務改善を目指しましょう!!・時間削減と業務改善を目指しましょう・時間削減と業務改善を目指しましょう!!!!



デジタル写真基準（案）改定点のポイント

• 国土交通省　平成18年1月デジタル写真管理情報基準（案）改訂内容
– 写真管理ファイル（PHOTO.XML)の<撮影年月日>について

• 【これまで】：条件付必須記入
• 【変更後】：必須記入

– 要領案６　写真の編集について
• 【これまで】：監督官との協議の上、回転・明度調整・トリミング・パノラマ合成のみ認める
• 【変更後】：写真の信憑性を高めるため一切認めない

– DTDのバージョン変更　PHOTO03.DTD　→　PHOTO04.DTDへ変更

• 今後発注者が検査する可能性がある項目
• EXIF情報の有無　：無い場合･･･改ざんの可能性を指摘
• EXIFバージョンの有無　：EXIFの情報がある場合でもバージョンタグが無いもの　･･･改ざん
の可能性を指摘

• 撮影日付の有無　：無い場合･･･改ざんの可能性を指摘
• XMLの<撮影年月日>と撮影日付の対比　：合致していない場合　エラーメッセージを表示

福岡市では平成１８年１０月より上記基準を採用開始

■ ＥＸＩＦ（イグジフ）情報とは　※フルスペル：Exchangeable Image File Format
簡単にいえばその画像のあらゆる情報ということです。1994年に富士フィルムが提唱したデジタルカメラ用の画像ファイルの規格。
JEIDAによって標準化され、各社のデジタルカメラに採用されている。最新版はExif 2.2(Exif Print)。TIFF形式で画像についての
情報や撮影日時などの付加情報を記録できるほか、縮小画像(サムネイル)を記録することができる。画像形式はRGB無圧縮方
式
やJPEG方式など複数の形式をサポートしている。



デジタル写真管理情報基準（案）

１８年度１月版　デジタル写真管理情報基準（案）より１８年度１月版　デジタル写真管理情報基準（案）より
デジタル写真管理情報基準（案）　P5 ,P8より抜粋

基準（案）　【Ｈ１８ １】での改定内容は次の２点です。

写真管理項目の撮影年月日を必修記入とする。

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。



たとえば・・・

原本の画像 画像の編集

画像の回転

その他には・・
•パノラマの編集
•明るさの編集
•カメラで撮った日付と写真管
理項目での日付の相違

デジタルカメラで撮られた写真には
Eｘifj情報に日付けや解像度などが記憶されている。



電子納品の実例から見える作業所（現場）の対応電子納品の実例から見える作業所（現場）の対応

•• 電子納品は時間と費用がかかるだけで、受注者に電子納品は時間と費用がかかるだけで、受注者に
メリットがない。メリットがない。（半数以上が外注が多いためコスト（半数以上が外注が多いためコスト
増になっている。）増になっている。）

•• 発注者が理解していないため、紙資料と電子デー発注者が理解していないため、紙資料と電子デー
タの二重提出を求められる。タの二重提出を求められる。

•• 基準が変わり、内容がよく理解できない。基準が変わり、内容がよく理解できない。

•• CALSCALS ITITベンダーが提供する製品を使いこなせなベンダーが提供する製品を使いこなせな
い。い。



電子納品の実例から見える作業所（現場）の対応電子納品の実例から見える作業所（現場）の対応

建設工業新聞　2005年7月7日 建設産業新聞　2005年7月7日



＜電子納品の要（事前協議）＞＜電子納品の要（事前協議）＞

受注者の不利益にならないためにも「事前協議」は重要な打合せ事項です。

■電子納品する書類を決める

受注物件にて各種資料（書類）・図面などについて、どこまでを電子データで納品する必要がある
のかを協議・決定します。

■電子納品するデータファイル形式を決める

電子納品する資料・図面の種類が決定したら、次にファイル形式を協議・決定します。
例：図面はSXF（sfcsfc・p21）、書類はPDFなど

■書類のやりとりはメールで行う

電子納品の内容を知ることによって、
受注者・発注者共に大変になる作業は
減らすことが出来ます。

•事前協議チェックシート（例）



電子納品のコツとは

・どうせやらなければいけない電子納品ならば、積極・どうせやらなければいけない電子納品ならば、積極
的に始めましょう！的に始めましょう！

・外注費は会社の粗利ではなく純利益を削られる事・外注費は会社の粗利ではなく純利益を削られる事!!!!

・言った言わんのトラブルがないように・言った言わんのトラブルがないように……

・みんな忙しいのですから、自分のペースで仕事をやり・みんな忙しいのですから、自分のペースで仕事をやり
ましょう！ましょう！



電子納品に対応するには

カ
ラ
ー

入
出
力

自
動
取
込

●デジタルカメラで撮影→取込

●スキャナで紙書類等を取込
　　ＰＤＦに変換

Ｃ
Ｄ
書
込

●写真帳などをカラー印刷
●ＣＤ－Ｒにデータ書込
●ＣＤをウイルスチェック
●ＣＤラベル印刷
●ウイルス対策ソフト
　（最新版であること）

●ＥＸＣＥＬ・ＷＯＲＤで
　　書類作成 縦横断測量

土木計算

路線測量

土木CAD

出来形展開図

CAD製図基準アシスト

写真管理

電子納品ツール

出来形管理

構造物数量計算表

測
量
デ
ー
タ

取
込

●PDF作成ソフト



電子納品は電子化の延長に過ぎません。

・・社内のコンピュータウィルス対策は万全ですか？社内のコンピュータウィルス対策は万全ですか？

・・社内でネットワークやメールを使いこなしていますか？社内でネットワークやメールを使いこなしていますか？

・・データの保護に気を付けていますか？データの保護に気を付けていますか？

・・社内のデータファイルを整理、管理していますか？社内のデータファイルを整理、管理していますか？

・・電子納品の勉強はしていますか？電子納品の勉強はしていますか？

・・ＣＡＤソフトを使いこなしていますか？ＣＡＤソフトを使いこなしていますか？

身近な事から取り組んで電子納品に備えましょう！身近な事から取り組んで電子納品に備えましょう！
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福岡市の状況について ＜平成１７年度の状況＞

● 電子メール利用による業務効率化

　平成１７年度電子納品を実施した事例の約半数で電子メールが利用され
　ており、「報告事項」や「図面」、「数量計算」等の確認に活用され、移動時
　間短縮や確実な情報伝達など、業務効率化がなされている。

● 電子納品実施による今後の業務効率化

　平成１７年度は工事１８件、委託７件　計２５件で電子納品を実施しており、
　「工事」：今後の維持管理、「委託」：今後の工事発注での電子納品成果物
　を利用した業務効率化が期待される。

上記の通り、効果が確実に出始めています。今後のテーマとして・・・

電子納品された成果物が将来的に活用できるよう、
国が定めた基準・要領に沿ったデータの作成、保存が必要



これからの受注者としての対策は？

■発注者の方向性としては？

　 電子納品された成果物が将来的に活用できるよう、
　 国が定めた基準・要領に沿ったデータの作成、保存が必要。

•　ハードディスクの中のファイル管理（整理）をしっかりと行う
•　電子納品の知識を習得する
•　発注者の動向を把握する　　　　など、いろいろありますが・・・・

■受注者として必要な準備は？

発注者は今後のデータ利活用において、「ＣＡＤ図面データ」を
最重要視している。

■ＣＡＤデータは今後ますます重要になります。そこでポイントとしては・・・

•　業務におけるＣＡＤの積極活用　
•　図面データのＣＡＤ製図基準（案）対応
電子納品は「標準化されたルール」に基づく取り組みです。
受注者は発注者と同じＣＡＤシステムである必要はありませんが図面データ正確なやり
取りができるＯＣＦ検定済ＣＡＤシステムを選定＆導入されることをオススメします。
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